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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓋本体とこの蓋本体を開閉可能に支持する受枠とを備えた地下構造物用蓋において、
　前記蓋本体は、周囲に縁部を有し、この縁部に囲まれた部分を窪部とした鋳鉄製のフレ
ームと、前記フレームの窪部に装着可能な樹脂製のベースプレートとを備え、
　前記ベースプレートの裏面に設けた凹部内に、無線で位置情報やメンテナンス情報等の
情報の読取り、書込みが可能な情報記憶媒体が、前記凹部の底面側に嵌め込まれる樹脂等
の非磁性材料からなる固定部材の上面に載置された状態で配置され、
　前記凹部の底面が前記フレームにより覆われたことを特徴とする地下構造物用蓋。
【請求項２】
　前記固定部材は、弾性を有している請求項１に記載の地下構造物用蓋。
【請求項３】
　前記ベースプレートの表面には、前記情報記憶媒体の配置位置に対応する位置に、情報
記憶媒体位置表示マークを設けたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の地下
構造物用蓋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓋本体とこの蓋本体を開閉可能に支持する受枠とを備えた地下構造物用蓋に
関し、とくに、蓋本体に無線で位置情報やメンテナンス情報等の読取り、書込みが可能な
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情報記憶媒体を配置した地下構造物用蓋に関する。
【０００２】
　なお、本願明細書でいう「地下構造物用蓋」とは、下水道における地下埋設物，地下構
造施設等と地上とを通じる開口部を閉塞するマンホール蓋，大型鉄蓋，汚水桝蓋、電力・
通信における地下施設機器や地下ケーブル等を保護する開閉可能な共同溝用鉄蓋，送電用
鉄蓋，配電用鉄蓋、上水道やガス配管における路面下の埋設導管およびその付属機器と地
上とを結ぶ開閉扉としての機能を有する消火栓蓋，制水弁蓋，仕切弁蓋，空気弁蓋，ガス
配管用蓋，量水器蓋等を総称する。
【背景技術】
【０００３】
　地下構造物用蓋においては、その位置情報やメンテナンス情報等の各種の情報を迅速に
把握できるようにすることが望まれており、そのための手段として特許文献１には、蓋ま
たはその近傍に無線応答タグを埋設し、蓋を開けたり台帳を使用せずとも各種の情報を得
ることができるようにした地下埋設配管設備が開示されている。
【０００４】
　また、このような無線応答タグ等の無線で位置情報やメンテナンス情報等の読取り、書
込みが可能な情報記憶媒体を蓋本体に設置する技術として、特許文献２には、蓋本体の表
面近傍に設けた小径孔または空所に電源不要な半導体記憶素子を挿入し、カバーで被覆す
ることが開示されている。
【特許文献１】特開平４－１９４８５号公報
【特許文献２】特開平９－１２５４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、地下構造物用蓋の蓋本体は、一般的に鋳鉄製であり、この鋳鉄製の蓋本
体に、無線で位置情報やメンテナンス情報等の読取り、書込みが可能な情報記憶媒体を設
置すると、情報記憶媒体と、読み書きする装置との間の通信を担う電磁波に乱れが生じ、
安定して通信ができない場合があった。また、安定して通信するためには、大きな穴(空
間)を設けて鋳鉄製の蓋本体との間隔をあけて、そこに情報記憶媒体を設置し、周囲また
は上面を電磁波が透過する合成樹脂等で覆う必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、無線で位置情報やメンテナンス情報等の読
取り、書込みが可能な情報記憶媒体を蓋本体に設置した場合に、その情報記憶媒体と通信
するための電磁波に乱れが生じにくく安定した通信を行うことができる地下構造物用蓋を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、蓋本体とこの蓋本体を開閉可能に支持する受枠とを備えた地下構造物用蓋に
おいて、前記蓋本体は、周囲に縁部を有し、この縁部に囲まれた部分を窪部とした鋳鉄製
のフレームと、前記フレームの窪部に装着可能な樹脂製のベースプレートとを備え、前記
ベースプレートの裏面に設けた凹部内に、無線で位置情報やメンテナンス情報等の情報の
読取り、書込みが可能な情報記憶媒体が、前記凹部の底面側に嵌め込まれる樹脂等の非磁
性材料からなる固定部材の上面に載置された状態で配置され、前記凹部の底面が前記フレ
ームにより覆われたことを特徴とする。
【０００９】
　このように、情報記憶媒体を樹脂製のベースプレートの裏面に設けた凹部内に配置する
ことで、情報記憶媒体と通信するための電磁波が蓋本体によって影響を受けて乱れること
はなく、安定して通信を行うことができる。また、凹部の底面側の開口部は、固定部材を
嵌め込むことによって塞がれるので、凹部内への浸水が防止され、安定した通信を維持で
きる。さらに、凹部の大きさは情報記憶媒体を配置できる必要最小限の大きさでよく、省
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スペースを図ることができる。
【００１０】
　また、情報記憶媒体は、固定部材の上面に載置された状態で前記凹部内に配置するので
、これによって、固定部材の厚みや凹部内への嵌め込み深さを調整することにより、凹部
内における情報記憶媒体の配置高さを適宜調整することができる。
【００１１】
 　また、固定部材は弾性を有していることが好ましい。これによって、情報記憶媒体を
運搬中の衝撃や、設置後の車両通過時に発生する衝撃から保護することができる。さらに
、ベースプレートの表面には、情報記憶媒体の配置位置に対応する位置に、情報記憶媒体
位置表示マークを設けることが好ましい。これによって、情報記憶媒体の配置位置がベー
スプレートの表面側からわかる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、無線で位置情報やメンテナンス情報等の読取り、書込みが可能な情報
記憶媒体を蓋本体に設置した場合に、その情報記憶媒体と通信するための電磁波に乱れが
生じにくく安定した通信を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面に示す実施例に基づき本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の地下構造物用蓋の一実施例を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）
のＡ－Ａ断面図である。
【００１５】
　図１に示す地下構造物用蓋１００は仕切弁蓋であり、蓋本体２００と、この蓋本体２０
０を蝶番機構３００を介して開閉可能に支持する受枠４００とを備えて構成されている。
【００１６】
　図２は、蓋本体２００の構成を示す分解斜視図である。蓋本体２００は、周囲に縁部２
１１を有し、この縁部２１１に囲まれた部分を窪部２１２として略盆形状に形成した鋳鉄
製のフレーム２１０と、このフレーム２１０の窪部２１２に装着可能な樹脂製のベースプ
レート２２０とを備え、ベースプレート２２０はフレーム２１０の窪部２１２に嵌め込ま
れて着脱可能に固定される。
【００１７】
　ベースプレート２２０は、耐摩耗性、耐衝撃性および耐圧縮強度を有するポリカーボネ
ート等の熱可塑性樹脂製で、射出成形等によって成形され、その表面には、スリップ防止
およびデザインとして複数の凸部２２１が設けられている。また、ベースプレート２２０
の表面には、弁栓類の種類、口径、流体の種類、流れ方向、管理番号等の情報を表示する
各種の情報表示プレート２３０が情報伝達媒体として取り付けられる。さらに、ベースプ
レート２２０の裏面には、無線で位置情報やメンテナンス情報等の読み取りおよび書き込
みが可能なＩＣタグ２４０が情報記憶媒体として取り付けられる。
【００１８】
　ＩＣタグ２４０は、具体的には、図３に示すベースプレート２２０の裏面に円形リブに
よって形成した凹部２２２に挿入され、その下側から図２に示す弾性を有する樹脂発泡体
からなる固定部材２５０を嵌め込むことで、図４に示すように、固定部材２５０の上面に
載置された状態で凹部２２２内の所定の高さ位置に配置される。そして、ＩＣタグ２４０
の装着位置がベースプレート２２０の表面側からわかるように、ベースプレート２２０の
表面には、ＩＣタグ２４０の装着位置に対応する位置に図２に示すＩＣタグ位置表示マー
ク２２３が設けられている。
【００１９】
　実施例ではＩＣタグ２４０として、通信距離が数１０ｃｍ、通信周波数が１３．５６Ｍ
Ｈｚの電磁誘導方式のパッシブタグを使用した。ただし、本発明において情報記憶媒体は
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ＩＣタグに限定されるものではなく、無線で位置情報やメンテナンス情報等の情報の読取
り、書込みが可能なものであればよい。いずれにしても、固定部材２５０の材質は、電磁
波の乱れを防止する点からは、樹脂等の非磁性材料とすることが好ましい。
【００２０】
　図５は、図１（ａ）のＢ－Ｂ断面による蓋本体２００の要部の拡大断面図である。同図
に示すように、ベースプレート２２０の外周には、フレーム２１０の縁部２１１内径より
わずかに径大となる四分割円状の突起部２２４が全周にわたり形成されており、この突起
部２２４がフレーム２１０の縁部２１１内周面に確実に当接することで、ベースプレート
２２０がフレーム２１０に確実に嵌め合わされて一体化される。また、ベースプレート２
２０とフレーム２１０との一体化をより確実にするため、フレーム２１０の裏面側からタ
ッピングネジ２６０を装着し、ベースプレート２２０とフレーム２１０とを締結するよう
にしている。なお、タッピングネジ２６０を取り外せば、ベースプレート２２０をフレー
ム２１０から取り外せるようになり、ベースプレート２２０のみの交換が可能となる。
【００２１】
　ここで、突起部２２４の縦断面形状は、ベースプレート２２０を押し込んだときにフレ
ーム２１０の縁部２１１内周面に当接しながらスムーズに嵌り込むように、四分割円状や
半円状等の曲面状とすることが好ましい。また、突起部２２４を設ける位置は、雨水や土
砂の流入を防止するため、ベースプレート２２０外周面の上部側が好ましい。
【００２２】
　以上のとおり、本発明においては、樹脂製のベースプレート２２０に設けた凹部内に情
報記憶媒体（ＩＣタグ２４０）を配置したので、情報記憶媒体と通信するための電磁波が
蓋本体によって影響を受けて乱れることはなく、安定して通信を行うことができる。
【００２３】
　なお、実施例では、本発明を仕切弁蓋に適用したが、マンホール蓋や消火栓蓋などのそ
の他の地下構造物用蓋にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の地下構造物用蓋の一実施例を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）の
Ａ－Ａ断面図である。
【図２】図１に示す地下構造物用蓋の蓋本体の構成を示す分解斜視図である。
【図３】図１に示す地下構造物用蓋の蓋本体を構成するベースプレートの裏面図である。
【図４】ＩＣタグの装着状態を示す要部の断面図である。
【図５】図１（ａ）のＢ－Ｂ断面による蓋本体の要部の拡大断面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１００　地下構造物用蓋
　２００　蓋本体
　２１０　フレーム
　２１１　縁部
　２１２　窪部
　２２０　ベースプレート
　２２１　凸部
　２２２　凹部
　２２３　ＩＣタグ位置表示マーク
　２２４　突起部
　２３０　情報表示プレート
　２４０　ＩＣタグ
　２５０　固定部材
　２６０　タッピングネジ
　３００　蝶番機構
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　４００　受枠
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